
埼玉県における
価格転嫁の円滑化に向けた取組

埼玉県 産業労働部 産業政策局長 神野 真邦



Ⅰ オール埼玉で価格転嫁を促進

Ⅱ 価格転嫁円滑化に向けた取組
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概 要

○ 令和２年５月に全国に先駆けて「強い経済の構築に向けた埼玉県戦略会議」を設置

○ 産・官・学・金・労が連携し、戦略的取組をオール埼玉で社会実装

○ 現在、「価格転嫁の円滑化」や「人手不足対策」に加え、「米国の関税措置」など新たな課題にも対応

構成１３団体 価格転嫁の実効性の確保に向けた取組

埼玉県経営者協会埼玉県

埼玉経済同友会関東財務局

埼玉中小企業家同友会関東経済産業局

連合埼玉埼玉労働局

埼玉大学埼玉県商工会議所連合会

埼玉県銀行協会埼玉県商工会連合会
埼玉県中小企業団体中央会

産官金労12者による価格転嫁の円滑化に関する協定（R5.3.30更新時）

■令和４年９月に協定を締結

■パートナーシップ構築宣言の登録

促進

⇒宣言数・宣言率ともに全国２位

■価格転嫁サポーター制度

■価格交渉支援ツール

■収支計画シミュレーター

■専門家による伴走型支援

令和７年度の戦略会議における取組

強い経済の構築に向けた埼玉県戦略会議の概要

人手不足対策分科会

全産業 物 流 建設業

部 会

価格転嫁の円滑化 中小企業の業態転換

１ 戦 略 的 広 報（団体横断ワーキング）

２ 米国の関税措置への対応（現状と課題の共有・対応策の検討・実施）

（パートナーシップ構築宣言企業数）
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各団体の担当者が日頃から顔の見える関係を構築。各団体の御尽力により予算に頼らず、実効性のある取組が可能となった

【協定締結団体】
・埼玉県
・関東財務局
・関東経済産業局
・埼玉労働局
・一般社団法人埼玉県商工会議所連合会
・埼玉県商工会連合会
・埼玉県中小企業団体中央会
・一般社団法人埼玉県経営者協会
・埼玉経済同友会
・一般社団法人埼玉中小企業家同友会
・一般社団法人埼玉県銀行協会
・日本労働組合総連合会埼玉県連合会

令和４年９月に産･官･金･労の１２団体で全国初となる「価格転嫁の円滑化に

関する協定」を締結し、オール埼玉で中小企業の価格転嫁をサポート！

価格転嫁の円滑化に関する協定

協定の目的： 成長と分配の好循環を生み出すべく、中小企業における賃上げを実現するため（略）適切な価格転

嫁の気運を醸成することにより、サプライチェーン全体での共存共栄、付加価値の向上を図り、もって県内中小企業、小規

模事業者の稼げる力を高めることを目的とする。

3

埼玉県が全国初！
４１都道県に拡大



Ⅰ オール埼玉で価格転嫁を促進

Ⅱ 価格転嫁円滑化に向けた取組
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パートナーシップ構築宣言の登録促進

 企業規模の大小を問わず、多くの企業が宣言するこ

とで、適正な価格転嫁（価格交渉）をしやすい社会

的気運を醸成していく

 令和５年９月のサポーター制度開始時から令和７年

１０月末時点で宣言数は４．４倍に増加

5

1,７５０（R5.9末）⇒現在 ７,７００社（R7.10末時点）

協定締結以降徐々に差を縮め、R6.10に全国２位に上昇【宣言数の推移】
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パートナーシップ構築宣言の登録促進・宣言企業のインセンティブ

宣言のインセンティブ拡充
◆ 中小企業診断士による価格交渉に役立つ伴走型支援

◆ 補助金審査等で加点・優遇措置

◆ 県制度融資での優遇措置

◆ 県公共工事調達での優遇措置
（埼玉県総合評価方式で優遇）

◆ 県入札参加資格審査の格付における加点

（参考）国のパートナーシップ構築宣言インセンティブ
【補助金の加点措置】

＜中小企業庁補助金＞

● ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金（２１次）

申請期間：令和７年１０月３日（金）17時 ～ 令和７年１０月２４日（金）17時

【賃上げ促進税制の適用】

賃上げ促進税制の適用を受ける条件の一つとして、宣言をしていることが必要※

※「資本金の額又は出資金の額が10億円以上かつ常時使用する従業員数が1,000人以上」若

しくは「常時使用する従業員数が2,000人超」本金10億円以上かつ従業員数が1000人以上

の企業の適用要件

【パートナーシップ構築宣言の「ロゴマーク」を使うことが可能】

【「宣言」がポータルサイト上に公表】

パートナーシップ構築宣言ポータルサイト：

https://www.biz-partnership.jp/

取組①

http://#


価格転嫁サポーター制度

令和５年９月 強い経済の構築に向けた埼玉県戦略会議にて決定・開始

９月末 金融機関へ意向確認・参加機関とりまとめ、県の動画提供

１０月 ロゴデータ・ロゴシールの提供

令和７年１０月 １９金融機関、約５，５００名が登録

 県が提供する研修プログラム（動画）を受講した金融機関の行員を「価格転嫁サポーター」として認定

 サポーターとなった行員は、顧客企業に対し、価格転嫁に関する県の支援施策や補助金等の情報を提供

 金融機関との連携により長期にわたり自走できる支援体制を構築 → 現在、多くの自治体から導入に向けた問い合わせあり

関係機関との連携（役割分担）

銀行協会

県銀行

価格転嫁サポーターとは

・講座の提供
・追加支援情報等
の提供（随時）

・実施計画
・養成人数
の報告

・県提供情報の
展開（随時）

・実施計画
・養成人数
とりまとめ
報告

・サポーターの
ロゴを提供

・企業の特段の御意見
があれば報告（随時）

銀行でのサポーター養成の流れ

＜サポーターの活動内容＞

・価格転嫁の円滑化に向けた県や国の取組説明

・パートナーシップ構築宣言の案内、登録のサポート

・価格交渉支援ツール・収支計画シミュレーターの紹介

・県や県内市町村の補助金制度の紹介

実施までの流れ

【サポーターへの依頼方法】
・価格転嫁サポーターの方に義務やノルマは一切ありません。多くの行員の方に

サポーターになっていただければ幸いです。
・例えば、県が御用意する資料等を営業用カバンに入れておいていただき、営業

などの際のツールとして御活用いただければ幸いです。

全国初取組②-１

情報収集の
負担軽減

公費負担ゼロで
実効性ある支援

ネットワークの
活用・連携強化

6

行員が名札等に貼るロゴ
（加工して全国利用可能）



 価格転嫁サポーターの日頃の活躍を表彰するため、功績が顕著なサポーター４８名に表彰状・5名に感謝状を贈呈
 他の模範となる先進的な取組を行っている３金融機関から好事例を発表（動画を県HPで公開中）

→ 価格転嫁サポーター制度が金融機関にとって大きな負担にならず、メリットになるよう制度を工夫

日 時 令和7年2月20日（木）

会 場 埼玉県庁 第三庁舎 講堂

【価格転嫁サポーター表彰】

出席者 堀光 敦史 副知事（知事代理）
福岡 聡 銀行協会会長
価格転嫁サポーター 等

【感謝状授与】

【事例発表】 【会場の様子】

令和７年度の取組（予定）

表彰式・好事例発表会は今後も継続実施

好事例を参画金融機関で共有し、

横展開を図る

価格転嫁サポーター表彰式
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取組②-２ 全国初



● 価格交渉のエビデンス資料を簡単に作成できるツールを開発 （令和５年２月）

● 日銀や厚生労働省のデータを基にしているため、全国で利用可能 (３４道府県から当県ＨＰにリンク）

● 令和７年２月に労務費データを追加する等、随時機能を更新

① 県HPから、誰でも無料でダウンロード可
ツールダウンロード数51,0００回超

（R７.10末現在）

② 業種や品目を選択するだけで簡単に価格
交渉の参考となる資料作成できる
（代表的な品目を記載したPDFも掲載）

③ 日銀や厚生労働省のデータを基にして
おり、資料の信頼性が高い

④ 1,42２品目の幅広い情報を網羅

「国内企業物価指数」（807品目）､
「輸入物価指数」（３75品目）､ 「企業向け
サービス価格指数」（23８品目） など

⑤ 毎月の日銀発表に合わせ、県が速やかに
データを更新

主な特徴

価格交渉支援ツール 全国初取組③-１
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① 労務費データの追加
• 労務費データ（現金給与総額）を業種別に掲載

• 最低賃金データを都道府県別に掲載

② 男女間賃金格差の分析シートを追加
• 男女の賃金データを業種別に掲載

• 自社データを入力し、業種や国際（OECD）比較が可能

③ 個別分析シートの追加
• 任意の品目の詳細データを確認可能に

• 元データをコピーし、分析することが可能

④ ユーザーインターフェース（UI）を改善
• グラフを確認しながら、基本項目が入力できるよう

にするなど、UIを改善

① 労務費データの追加 ② 男女間賃金格差データの追加 ③ 個別分析シートの追加 ④ ユーザーインターフェース（UI）を改善

9

 令和７年２月には、業種別の労務費データや男女間賃金格差データを追加

 使い勝手も向上させることで、労務費を含めた価格転嫁を後押し

価格交渉支援ツールの機能拡充取組③-２ 全国初



 埼玉県中小企業診断協会と連携し、表計算ソフトを活用した収支計画シミュレーターを作成
 適切な価格転嫁をしない（できない）場合に、今後の収益にどの程度影響を与えるのかを“見える化”することで、

経営者に現状の課題についての認識を促す

① 県HPから、誰でも無料でダウンロード可
シミュレーターダウンロード数9,8００回超

（R７.10末現在）

② シミュレーション結果を視覚的に分かり
やすく表示

③ 今後５年間の長期的な収支について、
価格転嫁の有無での比較が可能

④ 従業員の増減や賃上げにも対応

⑤ 一般的な表計算ソフトを使用しており、
利用しやすい

⑥ 価格交渉支援ツールとデータ連携しており、
原材料価格等の上昇幅を踏まえたシミュ
レートが可能

主な特徴

⇒ 価格転嫁以外にも利用可能

収支計画シミュレーター 全国初取組④
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専門家（中小企業診断士）による伴走型支援

連絡先 埼玉県価格転嫁相談窓口

電話番号 048-762-3391
受付時間 月曜日から金曜日（祝日を除く）

10時00分から16時00分

支援内容（無料）
中小企業診断士が支援を希望する企業を訪問し、価格交
渉における課題の洗い出しから改善策の提示まで、伴走
型で支援
パートナーシップ構築宣言企業（県内全社）にも架電し、
フォーローアップを実施

埼玉県の「価格交渉支援ツール」の活用方法や 適切な
価格転嫁のためのコスト管理方法（原価計算方法）など、
価格交渉に必要なノウハウを提供

支援対象
令和７年度：１７０社×３回(令和６年度の１４０社から更に拡充)

※宣言を公表している県内企業が対象。宣言前の場合は登録をサポート

価格交渉のノウハウ獲得を支援

価格転嫁にお困りの企業がおられましたら、
是非、当支援を御案内ください！

価格転嫁成功事例集

価格転嫁の成功につながった取組を「成功事例集」に
まとめ、埼玉県ホームページに公開

交渉成功に至るコツを掲載しており、価格交渉する際
の参考として活用できる実践的な内容

11
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価格交渉を担当する労働者の人事評価上の配慮

埼玉労働局と埼玉県の連名で、

「発注者企業において価格交渉を担当する労働者の人事評価上の配慮に係る要請書」を提出

日時
令和６年３月２５日（月）

訪問団体
・埼玉県商工会議所連合会

・埼玉県商工会連合会

・埼玉県中小企業団体中央会

・埼玉県経営者協会

・埼玉経済同友会

・埼玉中小企業家同友会

12

◎要請内容
価格交渉を担当する発注者企業の調達部門等の労働者が、社会的要請である適切な価格転嫁を受け入れる

ことにより、処遇において不利益を被ることかないよう、人事評価の際に配慮すること。

日経新聞、埼玉新聞及び日刊工業新聞など各種メディアで本取組が紹介

経済団体を通じて周知徹底

【埼玉経済同友会での要請の様子】

取組⑥ 全国初



埼玉県内の事業者向け支援制度の御紹介（LINE公式アカウント）

• 県内事業者の皆様に向け、企業経営に役立つ情報をプッシュでお知らせ

• 事業者向けの助成金やセミナーの情報など、幅広い支援情報を週1回程度プッシュで配信

• 現在、約２４，０００人の方々が登録中

埼玉県内事業者の皆様に向け、
補助金等の企業経営に役立つ情報を
LINE公式アカウントでお知らせします

LINE公式アカウント「埼玉県＿事業者支援情報」の登録方法

取組⑦-１
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埼玉県内の事業者向け支援制度の御紹介（リーフレット）

• 県の補助金など事業者向け支援情報を、部局横断でまとめリーフレット形式で紹介（毎月発行）

• 県ホームページで案内しているほか、価格転嫁サポーターが企業訪問時にドアノックツールとしても活用

取組⑦-２
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資料 ●－●

事業者支援情報 検索アプリ

１.アプリの概要
• 埼玉県や県内市町村、国が実施している事業者向けの支援
情報を“ワンストップ”で検索できるWEBアプリ ※今年３月に公開

• 「企業規模」「対象業種」「所在地」「支援分野」を選択することで、
利用できる支援制度の検索が可能

• スマホ版も公開（インストール不要）

２.御依頼内容
• 支援制度の登録（継続）
• 各自治体HPへのバナーの掲載

３.お問合せ先
産業労働部 産業労働政策課 企画調査担当
Email︓a3710-08@pref.saitama.lg.jp
TEL︓048-830-3723

【アプリへのアクセスはこちら】 【二次元コード】

■検索画面

■詳細画面

企業規模や支援分野などに
チェックを入れると、
即座に検索結果が表示される

支援制度の詳細が表示され、
各事業のHPにジャンプすることができる

https://www.pref.saitama.lg.jp
/a0801/search_app.html

事業者支援情報 検索アプリ（PC版）

＜アプリバナー＞

検索画面検索画面

取組⑦-３
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取組の全国展開

価格交渉支援ツールの全国展開

 本県ツールにリンクしている都道府県：３４道府県

北海道、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、

群馬県、千葉県、神奈川県、新潟県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、

静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、和歌山県、鳥取県、岡山県、

広島県、徳島県、香川県、愛媛県、福岡県、長崎県、熊本県、宮崎県、

鹿児島県、沖縄県
※ 協定は本県含め４１都道県

【３４道府県の内訳】

価格交渉支援ツール・収支計画シミュレーター
が全国知事会の優秀政策に決定

・埼玉県の「価格交渉に役立つ各種支援ツールの展開」が

全国知事会のデジタル部門の優秀政策に決定

・全国知事会がホームページ上に開設した「先進政策バンク」

に登録され、全国の先進政策として共有

 ダウンロード数急増中：５１，０００超
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全国知事会（R6.8.2）で価格交渉支援ツール・
収支計画シミュレーターを大野知事が紹介

本県取組の視察等が全国からあり、
価格転嫁の自治体間連携が加速

講演や視察対応

公正取引委員会、宮城県、福島県、

茨城県、東京都、神奈川県、長野県、

愛媛県、広島県、名古屋市 など

電話

国や全国自治体、経済団体等から

多数問い合わせ

取組⑧-１



九都県市首脳会議での展開

 大野知事から、埼玉県の先進的な取組を導入するなど、九都県市が連携して価格転嫁の円滑化に取り組むことを提案

 本県が座長となって検討を行い、令和７年６月に九都県市首長連名で企業向けの通知を発出
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取組⑧-２



21.7%

22.6%

23.7%

13.0%

13.2%

13.6%

16.3%

14.5%

12.5%

17.4%

15.5%

17.4%

18.9%

16.9%

15.7%

17.1%

16.4%

14.8%

13.7%

16.7%

15.0%

12.9%

14.6%

11.9%

8.1%

9.6%

10.6%

10.2%

8.4%

8.9%

8.9%

8.5%

11.4%

14.0%

14.6%

15.1%

12.4%

11.2%

11.2%

15.5%

17.4%

18.2%

令和7年 9月

令和7年 3月

令和6年 9月

令和6年 3月

令和5年 9月

令和4年12月

80～99％ 60～79％ 40～59％
20～39％

1～19％
全くできていない

十分に転嫁できている(100％)

製造業・非製造業比較 非製造業に比べ、非製造業の転嫁が進んでいない

６割以上価格転嫁できている企業の割合は
・ 全体では56.9％
・ 製造業では64.1％
・ 非製造業では51.4％
→ 製造業が非製造業を12.7ポイント上回る

「全くできていない」と回答した企業は
・ 全体では12.4％
・ 製造業では7.8％
・ 非製造業では16.0％
→ 非製造業が製造業を8.2ポイント上回る

コスト高騰に対しどのくらい価格転嫁できているか

埼玉県四半期経営動向調査結果 R7.7〜9月期 対象企業︓2,200社 回答企業︓1,201社（回答率54.6%）

価格転嫁の状況は半年前に比べ、やや改善している

６割以上価格転嫁できている企業は5６.9％
・前回調査から２.9ポイント増加
令和4年12月から11.1ポイント増加

価格転嫁が「全くできていない」企業は
・ 令和4年12月から5.8ポイント減少も、

直近1年はやや足踏み状態

21.7%

22.1%

21.4%

16.3%

18.1%

14.9%

18.9%

23.9%

15.1%

13.7%

13.2%

14.0%

8.1%

6.9%

9.0%

8.9%

8.0%

9.6%

12.4%

7.8%

16.0%

全 体

(n=1,201)

製造業

(n=524)

非製造業

(n=677)

80～99％ 60～79％ 40～59％
20～39％

1～19％
全くできていない

十分に転嫁できている(100％)

埼玉県四半期経営動向調査結果 R7.7〜9月期、 R7.1〜3月期、R6.7〜9月期、R6.1〜3月期、R5.7〜9月期、R4.10〜12月期（単一回答）

6割以上転嫁 56.9％

6割以上転嫁 64.1％

6割以上転嫁 51.9％

6割以上転嫁 56.9％

6割以上転嫁 45.9％

18

価格転嫁の実施状況 埼玉県四半期経営動向調査結果調査時点：令和7年９月１日



63.5%

62.1%

60.4%

48.3%

48.8%

8.0%

15.3%

11.0%

16.8%

13.7%

28.5%

22.6%

28.6%

35.0%

37.5%

R7.9全体

(n=1,232)

R7.3全体

(n=1,266)

R6.9全体

(n=1,334)

R6.6全体

(n=1,343)

R5.6全体

(n=1.357)

実施した 今後実施する予定又は検討中 実施していない（今後も予定はない）

直近１年間の賃上げの実施状況 賃上げを行った企業は、製造業と非製造業において約２割の乖離

賃上げを「実施した」は製造業が非製造業よりも
18.7ポイント多く、
「実施していない(予定なし)」
は非製造業が製造業よりも16.9ポイント
多かった

63.5%

74.1%

55.4%

8.0%

6.9%

8.9%

28.5%

18.9%

35.8%

全 体

(n=1,232)

製造業

(n=533)

非製造業

(n=699)

実施した 今後実施する予定又は検討中 実施していない（今後も予定はない）

前回調査との比較

埼玉県四半期経営動向調査結果 R7.7〜9月期 対象企業︓2,200社 回答企業︓1,232社（回答率56.0%）

埼玉県四半期経営動向調査結果 R7.7〜9月期、R7.1〜3月期、R6.7〜9月期、R6.4〜6月期、R5.4〜6月期 （単一回答）

製造業は非製造業に比べ賃上げを実施した
企業の割合が多い

賃上げを「実施した」「実施予定又は検討中」が増加

賃上げを「実施した」と回答した企業は
・ 令和5年6月から令和7年9月
にかけて14.7ポイント増加

賃上げを「実施していない」と回答した企業は
・ 令和5年6月から令和7年9月
にかけて9.0ポイント減少
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賃上げの実施状況 埼玉県四半期経営動向調査結果調査時点：令和7年9月１日



埼玉県四半期経営動向調査結果 R7.7〜9月期

できて
いない

1-19%20-39%40-59%60-79%80-99%100%【コスト高騰に対する価格転嫁の割合】

全業種
14910797164227196261回答企業数（①）

597155114156140172うち「直近１年間で賃上げを実施」(②)

39.6%66.4%56.7%69.5%68.7%71.4%65.9%賃上げ実施率（②／①）

・以前の調査と同様に価格転嫁と賃上げの相関関係が明らかになった

☛ 全く価格転嫁できていない企業においても４割以上の企業が賃上げを実施（前年比＋1.6ポイント）しており、

苦しい中での防衛的賃上げの状況が明らかになった

※価格転嫁と賃上げの質問は回答数が異なるため、クロス集計の平均値は前頁と一致しない

できて
いない

1-19%20-39%40-59%60-79%80-99%100%【コスト高騰に対する価格転嫁の割合】

全業種
150152142201210167317回答企業数（①）

578582121136114204うち「直近１年間で賃上げを実施」(②)

38.0%55.9%57.7%60.2%64.8%68.3%64.4%賃上げ実施率（②／①）

今回調査︓令和7年９月

前々回調査︓令和６年９月
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価格転嫁と賃上げの関係分析 埼玉県四半期経営動向調査結果
調査時点：令和7年９月１日

68.4%

65.4%



ご清聴ありがとうございました
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お問い合わせ窓口

 担 当 埼玉県 産業労働部 産業労働政策課 戦略会議担当
 電 話 048-830-3702
 メール a3710-16@pref.ｓaitama.lg.jp


